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○
国
土
交
通
省
令
第
二
十
一
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
条
第
二
項
並
び
に
測
量
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第

三
百
二
十
二
号
）
第
十
条
第
二
項
及
び
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
測
量
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日

国
土
交
通
大
臣

太
田

昭
宏

測
量
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

測
量
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
閲
覧
及
び
そ
の
」
を
削
る
。

第
五
条
の
二
第
二
項
中
「
又
は
一
時
標
識
」
を
削
る
。

別
表
第
一
の
一
の
１
の
チ
中
「
金
属
製
の
名
板
を
取
り
付
け
る
。
」
の
次
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
付
属
標
は
、
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
な
い
場
合
、
設
置
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
一
の
一
の
３
の
ニ
及
び
同
表
の
一
の
６
中
「
ふ
た
石
」
を
「
蓋
石
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
備
考
七
中
「
井
げ
た
石
」
を
「
井
桁
石
」
に
、
「
ふ
た
」
を
「
蓋
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
の
見
出
し
中
「
第
四
条
」
を
「
第
四
条
の
二
」
に
改
め
る
。

別
表
第
七
の
第
一
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
表
第
七
（
第
七
条
関
係
）
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別
表
第
七
の
第
二
面
中
「
は
り
付
け
」
を
「
貼
付
」
に
改
め
る
。

別
表
第
九
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
九
（
第
九
条
関
係
）
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
別
表
第
七
に
よ
る
申
請
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
後
の
別
表
第
七
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。


